
昭
和
二
十
三
年
政
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第
十
二
号

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
十
二
号
（
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
等
の
社
員
で
公
務
員
と
な
つ
た
も
の
の
在
職
年
の
計
算
に
関
す
る
恩
給
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
基
く
国
庫
納
付
金
に
関
す
る
政
令
）

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
一
号
第
二
条
に
規
定
す
る
同
法
第
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
社
員
の
受
け
る
べ
き
恩
給
そ
の
他
の
給
与
の
額
と
は
、
同
法
第
二
条
の
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
恩
給
法
の
規
定
に
よ
り
文
官
と

し
て
受
け
る
べ
き
普
通
恩
給
の
年
額
に
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
又
は
一
時
恩
給
の
額
と
こ
れ
ら
の
者
が
政
府
か
ら
受
け
る
べ
き
退
官
手
当
の
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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